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   学校における働き方改革の実施のため、政府に対し教員定数の 

抜本増を求める意見書案の提出について 
 
 
 上記の議案を別紙のとおり、高島市議会会議規則第１４条第１項の規定により提出します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



学校における働き方改革の実施のため、政府に対し教員定数の抜本増を求める意見書 

 

 今日、わが国の教員の勤務実態は看過できない深刻な事態にある。とりわけ、一日平均１２時間

ちかい長時間過密労働の是正は、教員の命と健康にとっても、子どもの教育にとっても、喫緊の課

題となっている。 

 この問題の解決には、一つには、中央教育審議会などで議論されている教員が負担する業務の思

い切った整理・削減が必要である。創意あふれる授業と子どもの生活指導のための時間を確保した

うえで、それ以外の業務の整理・削減が、教員らの意見を反映させた形で、進むことを強く期待す

る。 

 しかし、問題を根本的に解決するためには、業務を担う教員の増員をはかることが不可欠である。 

 文部科学省の教員勤務実態調査（平成２８年度）によれば、小学校教諭は一日平均４時間２５分

の授業（主担当・補助の合算）をおこなっている。教員にかかる授業の負担は、「一時間の授業につ

いて一時間程度は授業の準備が必要」（平成１９年３月２０日、政府答弁）という国の基準に照らせ

ば、連日の超過勤務を必然とするものである。さらに、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員

定数の標準に関する法律」として国の基準のつくられた昭和３３年当時にくらべ、今般の「主体的・

対話的な深い学び」の要請は、従来以上の授業準備を教員に求めているといえる。授業や子どもの

生活指導は教員以外に担えないものであり、教員の定数増により、教員一人当たりの負担を適正な

水準まで引き下げることが必要であり、それなしに、様々な対策を講じても、教員の勤務を基本的

に勤務時間内に終わらせることは、不可能であると言わざるをえない。 

また、子どもの貧困、いじめや校内暴力の増加、不登校の比率が高止まりで推移していること、

外国人の児童生徒の増加、発達障害の児童生徒の増加などの学校教育をとりまく状況の変化は、教

員の業務の増大を十分予測させるものである。 

最後に、教員の不足については、現在、地方自治体予算で加配という形での補助教員等の設置を

行なっている。しかしながら、法律上の定数増が実現できれば、これらの予算を本来配分すべき子

どもたちに直接関わる部分で利用することが可能となり、より良い授業へとつながることが想定さ

れる。 

以上の観点から、政府に対し、以下を強く求めるものである。 

 

記 

 

１「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の改正による教員の定数

増 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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